
防災に係る協定等の実効性確保に向けた取組状況について

調査概要 各所属で所管する防災に係る協定３９４件について、実効性の確保に向けた取組状況として、
①担当連絡先の共有、②打合せの実施、③協定内容の確認、④手順やルールの策定、⑤訓練等の実施の有無や頻度を調査。

調査結果（R6.6月時点）

①担当者名簿や緊急連絡先の
作成・共有を行っているか

②相手方と協定に係る打合せ・
面談等を実施しているか

③双方で協定内容の確認を
しているか

④協定内容の実施に係る手順
やルールを策定しているか

⑤協定内容の実行に向けた
訓練等を実施しているか

１：策定しており、定期的に
見直しを行っている

２：策定している
３：実績（R３年度以降）は

ないが、R６年度内に
実施予定

４：未定
５：実施不可能

＜部局ごとの協定件数：計394件＞
総合企画部（11件）、総務部（4件）、危機管理部（65件）、健康政策部（53件）、子ども・福祉政策部（50件）、文化生活部（9件）
産業振興推進部（1件）、商工労働部（23件）、観光振興スポーツ部（3件）、農業振興部（10件）、林業振興・環境部（12件）
水産振興部（2件）、土木部（71件）、会計管理局（1件）、公営企業局（2件）、教育委員会（30件）、警察本部（47件）

今後の取組

①担当連絡先の共有 ②打合せの実施 ③協定内容の確認 ⇒ 実施率の更なる向上に取り組む（①担当連絡先の共有 今年度内に100％へ）

④手順やルールの策定 ⑤訓練の実施 ⇒ 策定済の手順書や訓練事例を全庁で共有し、実施率の向上に取り組む
（第6期行動計画（令和７～９年度）に位置づけ、計画的に実施）

※ 回答１～３：実効性確保に向けた取組が行われている、または予定がある。（「定期的に実施」「実施した実績がある」「Ｒ６年度内に実施予定」）
回答４～５：今後、取組の強化や協定の見直しなどが必要。 （「未定」「実施不可能」）
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資料５
(危機管理･防災課)

１：毎年又は数年ごとに
定期的に実施

２：定期的ではないが、
実施した実績（R３年度
以降）がある

３：実績（R３年度以降）は
ないが、R６年度内に
実施予定

４：未定
５：実施不可能

１：毎年又は数年ごとに
定期的に実施

２：定期的ではないが、
実施した実績（R３年度
以降）がある

３：実績（R３年度以降）は
ないが、R６年度内に
実施予定

４：未定
５：実施不可能
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実施予定
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５：実施不可能
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２：定期的ではないが、
実施した実績（R３年度
以降）がある

３：実績（R３年度以降）は
ないが、R６年度内に
実施予定

４：未定
５：実施不可能


